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序　　　　　文

ヴィエトナム政府は、ドイモイ（刷新）政策を1986年から開始し、外国からの投資を奨励する

ことにより経済発展及び工業化に向けて多大の努力を払ってきました。この政策を進めるため、

1996年には民法を制定、工業所有権の保護を法律レベルで明文化して、速やかな工業所有権保護

と管理体制の整備に積極的に取り組んできました。

しかし、近年急増する特許等の出願に対応しきれず、コンピューターシステムの導入が緊急の

課題となりました。

このため、ヴィエトナム政府は、工業所有権業務の効率化、情報提供機能の充実を目的とした

プロジェクト技術協力を、1997 年 11 月 7日我が国に要請してきました。

我が国政府は、この要請を受けて1999年1月19日から29日にかけて事前調査団を派遣し、本

案件の国家開発計画における位置づけ及び実施体制等を調査するとともに、プロジェクト協力の

具体的協力体制・内容等についてヴィエトナム側と協議しました。

本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。

ここに本調査団の派遣に関しご協力いただいた日本、ヴィエトナム両国の関係各位に対し深甚

なる謝意を表しますとともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。

　1 9 9 9年 7月

国 際 協力事業団　　

理事　大津　幸男　　
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1 章　調査結果要約

本調査団は、1999年1月19日から同月29日までヴィエトナム国に滞在し、主にヴィエトナム

工業所有権庁（（National Office of Industrial Property of Socialist Republic Vietnam：NOIP）と

の間で本件協力の枠組みについて協議を行った。

この協議内容については、協議議事録（ミニッツ、M／D）に取りまとめ、1月 28日我が方団

長奥山明とヴィエトナム側 Pham Dinh Chuong NOIP 長官との間で、署名・交換を行った。

1 － 1　プロジェクトの名称

日本語名：工業所有権業務近代化プロジェクト

英 語 名：Modernization of Industrial Property Administration Project

1 － 2　実 施 機 関

・所管官庁：ヴィエトナム科学技術環境省（MOSTE）

・実施機関：ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）

（1）  人員配置（1999年1月現在）

・長官 1 名　・副長官 1 名

・登録課 13 名　・商標課 14 名　・意匠課 7 名　・国際課 5 名　・機械化サービス 1 名　

・総務課 23 名　・法律管理課 8 名　・発明実用新案課 21 名　・工業所有権研修課 3 名　

・情報センター 17 名　・人事課 1 名　・審判廷 2 名

・審査官として、発明実用新案課に20名、登録課に2名、商標課に12名、意匠課に6名、

合計 40名が配置されている。

（2）  予　算

予算額は、関係者からの聴取によれば、過去３年間の年平均で海外からの援助は除き40万

ドルと推定される。

なお、予算額は1998年までは法令により公表されなかったが、法令改正により1999年か

ら公開される予定。

1 － 3　プロジェクトの責任者

・総括責任者：NOIP 長官

・実施責任者：NOIP 登録課長
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1 － 4　協 力 期 間

討議議事録（R／D）にて双方が合意した日から 4 年間とする。　

1 － 5　実 施 場 所

本プロジェクトは、NOIP において実施される。

1 － 6　プロジェクトの目標、成果

（1）  上位目標

NOIP において、工業所有権が早期かつ正確に付与できるようになる。

（2）  プロジェクト目標

NOIP において、特許事務処理が促進される。

（3）  成　果

1） プロジェクトの組織・運営体制が整備される。

2） 必要な機材・設備が整備され、適切に運営、維持管理される。

3） コンピューターシステムの維持管理ができる実務者が育成される。

4） 特許事務処理を管理できる実務者が育成される。

5） 出願、方式審査、実体審査、登録、公報、ライセンス、立法の実務者が育成される。

1 － 7　日本側のとるべき措置

（1）  長期専門家

・チーフアドバイザー

・業務調整員

・コンピューターシステム

・工業所有権業務（実務）

（2）  短期専門家

長期専門家の技術移転の補完として、必要最低限の人員を派遣することとし、詳細計画は

短期調査において協議する。

（3）  研修員受入れ

毎年 1 ～ 3 名程度とし、詳細は短期調査で協議する。

（4）  機材供与

システム構築に必要な主要機材は次のとおり。

・コミュニケーションサーバー

・特許、実用新案、意匠管理データベース用サーバー



─ 3 ─

・商標管理データベース用サーバー

・イメージデータ管理データベース用サーバー

・情報センター、公報編集、審査官、その他事務処理用クライアントパソコン

1 － 8　ヴィエトナム側のとるべき措置

（1）ローカルコスト

プロジェクト運営に必要な予算の措置

（2）カウンターパートの配置

技術協力に直接かかわる部署の責任者及び主担当者をカウンタパート候補とする。

（3）日本側専門家の執務及び供与機材の設置スペースの確保

（4）機　材

必要機材の購入とメンテナンスの実施

1 － 9　今後のスケジュール

下記調査団を派遣してプロジェクトの早期立ち上げを取り進める予定とする。

・短期調査団派遣：1999 年度第 2四半期

・実施協議調査団派遣：1999 年度第 3四半期
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2 章　事前調査団の派遣

2 － 1　要請の背景

ヴィエトナムにおいては、特許と商標の出願が急増しており、出願書類を現状の配置人員に

より処理することが困難になりつつある。また、諸外国からヴィエトナムに対して、技術移転

や外国からの投資を促進させるためにも、工業所有権情報普及を含めた工業所有権の保護シス

テムの確立が求められている。さらに、工業化を推進するためには、技術者・研究者が幅広く、

かつ、容易に工業所有権情報に対してアクセスできるような環境を確立することが肝要である。

ヴィエトナム政府は、ドイモイ（刷新）政策を1986年から開始し、海外からの投資を奨励す

ることにより経済発展及び工業化に向けてこれまで多大な努力を払ってきた。1996年7月1日、

民法が制定され、工業所有権の保護が法律レベルで明文化された。また、同国は特許・商標保

護の共通制度を策定するASEANフレームワークに貢献しており、速やかな自国の工業所有権

保護、管理体制の整備に積極的である。そのためにも、ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）に

とって、国内外のユーザーのために工業所有権保護システムの利便性を向上させ、NOIP庁内

の行政手続きを迅速化するコンピューターシステムを導入することが緊急の課題となっている。

以上のことから、ヴィエトナム政府はこの現状を早急に改善するために、工業所有権業務の

効率化、情報提供機能の充実を目的としたプロジェクト技術協力を我が国に1997年11月 7日

に要請してきた。

2 － 2　事前調査団派遣の目的と主な調査事項

本事前調査においては、ヴィエトナム側より要請のあった「工業所有権業務近代化プロジェ

クト」について、ヴィエトナム側の意向、技術レベル及び実施体制も確認したうえで、日本側

の支援体制の構築の可能性、予算事情等も考慮し、工業所有権分野のなかで更に絞り込みを行

い、より具体的でかつ実施可能性の高いプロジェクトの枠組みをつくることを目的とする。

主な調査事項は以下のとおり。

（1） 日本のODAの現状及びプロジェクト方式技術協力についての説明

・日本におけるODAをとりまく最近の情勢及び予算事情の説明

・プロジェクト方式技術協力の現行スキーム

（PCM手法によるプロジェクトの運営管理及び評価手法の説明）

（2） 要請の背景・実施体制の調査

・ヴィエトナム国の国家政策、経済の動向と整合性の確認

・要請分野におけるニーズの確認、問題分析
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・所管官庁・実施機関の組織（予算、人員配置を含む）の確認

・実施機関の役割、将来計画の確認

・実施機関の活動内容の確認

（3） 協力内容の確認及び絞り込み

・技術移転分野の絞り込み

　（日本の支援体制、予算事情にもかんがみた実施可能性の最も高い分野への絞り込み）

・協力の妥当性の確認

・協力内容・範囲の確認、必要な技術レベルの確認

（4） 具体的協力形態・内容の検討

・技術移転項目（案）の設定、右に必要な協力期間の設定

・日・ヴィエトナム双方の投入案の検討

・技術移転対象者（C／ P）の特定

・専門家派遣、供与機材、C／ P研修に係る計画の検討

・協力期間終了後の自立発展の見通しの調査

2 － 3　調査団の構成

　　氏　名   担当業務 　　　　　　　　　　所　属　先

奥山　　明 団長・総括 国際協力事業団　鉱工業開発協力部　

鉱工業開発協力第二課長

林　　茂樹 技術協力計画 通商産業省　特許庁　総務部

国際課課長補佐

伊藤　國久 情報システム 通商産業省　特許庁　総務部　

電子計算機業務課運行管理室長補佐

高島　有治 機材・研修計画 財団法人 日本特許情報機構　情報加工部　

情報処理課主任

宇多　智之 プロジェクト協力企画 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

鉱工業開発協力第二課職員
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2 －４　調 査 日 程

MPI：計画投資省（Ministry of Planning and Investment）は、援助要請の取りまとめの機関であり、外務省、大蔵省、

閣僚評議会が主管官庁の任にあたる。

NOIP：ヴィエトナム工業所有権庁（National Office of Industrial Property of Socialist Republic Vietnam）

MOSTE：ヴィエトナム科学技術環境省（Ministry of Science, Technology and Environment）。NOIPの監督官庁。

日順 月日 曜日 スケジュール 宿泊

1 1/19 火
移動（Narita 9:40 → 13:50 HongKong）CX509便
（HongKong 14:55 → Hanoi 15:55）CX791便

Hanoi

2 1/20 水

JICAヴィエトナム事務所打合せ
在ヴィエトナム日本国大使館表敬
計画投資省（MPI）表敬
ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）と協議

Hanoi

3 1/21 木 ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）と協議 Hanoi

4 1/22 金 ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）と協議 Hanoi

5 1/23 土
ヴィエトナム科学技術環境省（MOSTE）表敬
ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）と協議
調査団内打合せ

Hanoi

6 1/24 日 資料整理 Hanoi

7 1/25 月
ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）と協議
ヴィエトナム情報処理研修計画プロジェクトサイト訪問、意見交換
ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）と協議

Hanoi

8 1/26 火 ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）と協議 Hanoi

9 1/27 水
ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）と協議
M／D（案）作成、協議

Hanoi

10 1/28 木
M／D署名、交換
JICAヴィエトナム事務所報告
在ヴィエトナム日本国大使館報告

Hanoi

11 1/29 金
移動（Hanoi 12:05 → HongKong 14:40）CX790便
（HongKong 16:45 → Narita 21:35）CX508便
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2 － 5　主要面談者

＜ヴィエトナム側＞

（1）Ministry of Planning and Investment （MPI）

Dr. Ho Quang Minh Deputy Director General,  Foreign Economic Relations Department

（2）Ministry of Science-Technology and Environment （MOSTE）

Mr. Dau Dinh Loi Director General, Department of International Relations

（3）National Office of Industrial Property （NOIP）

Dr. Pham Dinh Chuong Director General

Mr. Tran Viet Hung Deputy Director General

Mr. Vu Khac Trai Director, Industrial Property Information and Documentation Centre

Ms. Phan Thi Chinh Director, Training Division

Mr. Tran Quoc Khanh Director, International Relations Division

Mr. Pham Phi Anh Director, Invention and Utility Solution Division

Mr. Tran Huu Nam Director, Trademark Division

Mr. Hoang Van Tan Director, Legislation and Management Division

Mr. Duong Quang Binh, Head of Computer Service

Mr. Mai Van Son Deputy Director, International Relations Division

＜日本側＞

（1）在ヴィエトナム日本国大使館

安楽岡　武 二等書記官

（2） JICA個別派遣専門家

服部　和男 専門家

（3）JICAヴィエトナム事務所

地曳　隆紀　 所長

菊地　和彦 所員
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2 － 6　調査・協議結果

調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内容、現状、
　疑問点など 対処方針 調査結果

1. 工業所有権の
　状況
（1）概　要

（2）課　題

ア　ヴィエトナムはパリ条約、特許
　　協力条約（PCT）、マドリッド
　　協定、ヘーグ協定に加盟してい
　　る。

イ　法律面では、1989年の制令で知
　　的所有権を私有財産として認め
　　ることになった。また、1996年
　　7月に民法により工業所有権保
　　護が規定された。

ウ　今後起こりうる動きとしては、
　　ヴィエトナムがマドリッド・プ
　　ロトコルに加入する場合、国内
　　法の連合商標の廃止、審査期間
　　を18か月に短縮するなど法改正
　　が必要となる。上記プロトコル
　　に加入することにより1）世界
　　的な事業を同時展開する場合に
　　便利、2）低コストで権利化がで
　　きるといったメリットがある。

ア　出願件数が近年急速に伸びてい
　　る一方、事務処理や審査が遅延
　　してきている（特許の出願が
　　1,008件（1996年度）→1,264件
　　（1997年度）という勢いで増
　　加。審査処理も向上した（年間
　　登録数65件（1996年度）→111件
　　（1997年度））が、審査処理速度
　　向上が出願増加に追いついてい
　　ない）。

イ　課題アの理由として、特に情報
　　の一元管理がなされていないこ
　　とがあげられる。同一案件の重
　　複登録や過去データの整備不備
　　による信頼性の低下が他国の投
　　資を妨げる要因となっている。

ウ　工業所有権侵害行為に対して有
　　効な対策を打ち出せていない
　 （米国政府が発表した工業所有
　　権侵害状況に関する国別ランキ
　　ングによるとWatch Listに所属）。
　　国民一般における知的財産に対
　　する認識も不足している。

　左記について、現
状を確認するととも
に、最新の統計資料
を入手する。

　左記のような課題
の解決に向けての施
策を聴取する。

　

左記について、確認した。

　民法の工業所有権関連部
分をM／DのANNEX 2 に添
付した。

　それぞれの課題について
即効薬的な解決策があるわ
けではないが、本プロジェ
クトの実施により、特許関
連情報の整備がなされれば
課題のア及びイに対応可
能。課題ウについては、市
場監視体制の整備、商標の
重要性の認識、工業所有権
に関する法制度の情報収
集、といった提言はあるも
のの、現状ではまだ実行力
が十分伴っていない。
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内容、現状、
　疑問点など 対処方針 調査結果

2. プロジェクト
　名称

3. 関係機関
（1）援助受入窓
　　口

（2）所轄官庁

（3）実施機関

4. プロジェクト
　責任者
（1）総括責任者
　（Project
　　Director）

（2）実施責任者
　（Project
　　Manager）

　要請書には以下のとおり記載され
ている。

（和）工業所有権業務近代化プロ
　　　ジェクト
（英）Modernization of Industrial
　　　Property Administration Project

　計画投資省
（MPI: Ministry of Planning and
　 Investment）

　ヴィエトナム科学技術環境省
（MOSTE: Ministry of Science,
Technology and Environment）

　ヴィエトナム工業所有権庁
（NOIP: National Office of Industrial
Property of Socialist Republic

　 Vietnam）

　候補者をヴィエトナム側で検討中

　候補者をヴィエトナム側で検討中

　左記を基に、本プ
ロジェクトの協力内
容に適した名称をヴ
ィエトナム側と協議
し、結果をM／Dに記
載する。

　MPIの意向を確認す
る。

　プロジェクトへの
期待及びMOSTE内に
おけるプロジェクト
の位置づけを確認す
る。

　NOIPの配置計画を
確認のうえ、最適な
総括責任者、実施責
任者を選出しM／Dに
記載する。

（総括責任者につい
ては、NOIP長官、実
施責任者については
登録課長若しくはコ
ンピューターサービ
ス課長を想定してい
る。）

（和）工業所有権業務近代
　　　化プロジェクト
（英）Modernization of

Industrial Property
Administration Project

　
　MPIの意向を確認した。

　MOSTE内における、プ
ロジェクトの位置づけを確
認した。

　NOIPからC／P配置予定
リストを取り付け、M／D
のANNEX 10 に添付した。

　Project Director にNOIP長
官が就任することで関係者
間の合意を得た。

　Project Manager に登録課
長が就任することで関係者
間の合意を得た。
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内容、現状、
　疑問点など 対処方針 調査結果

5. プロジェクト
　要請内容

（1）国家開発計
　　画との整合
　　性

（2）上位目標

（3）プロジェク
　　ト目標

　・工業所有権事務処理の自動化
　・情報提供機能の充実
　・同庁内に情報の外部提供機能も
　　有するコンピューターネットワ
　　ークを構築し、出願処理機能の
　　向上及び情報提供機能の強化を
　　図る

　科学技術振興に格別に注力すると
いう首相府の決定がなされ、工業化
計画の一環に位置づけられている。
ボーバンキエット総理大臣の基本姿
勢は科学技術の重視であり、NOIP
の管轄する工業所有権に対する業務
環境は比較的充実していると思われ
る。

ア　工業所有権業務が適切に実施さ
　　れる。

イ　他国からの投資が増加する。ま
　　た、新技術の開発・導入が促進
　　される。

ウ　ヴィエトナムの投資、貿易の促
　　進、国内経済の活性化に寄与す
　　る。

ア　工業所有権情報が一元的に管理
　　される。

イ　工業所有権に係る情報処理能力
　　が向上する。

　ヴィエトナム側か
ら要請されている内
容についてより具体
的かつ実施可能性の
高いプロジェクトの
枠組みを策定するた
め、ヴィエトナム側
と協力内容の絞り込
みを行い、結果を
M／Dに記載する。
（事務処理、情報管
理を適切、効率的に
行う。）

　左記について確認
する。

　ヴィエトナムにお
いて工業所有権に係
る行政が適切に実施
されるようになる。

　NOIPにおける工業
所有権情報が一元的
に管理される。

　要請内容がすべてそのま
ま実施されるわけではない
ことを説明し、要請書を基
に両者による絞り込み作業
を行った。

　国家開発計画において科
学技術を重視する体制は維
持され、今後引き続き工業
所有権に対する業務環境は
比較的安定しているものと
予測される。

　NOIPにおいて工業所有
権が早期に正確さを増して
付与される。

　NOIPにおいて、特許事
務処理が促進される。
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内
容、現状、疑問点など 対処方針 調査結果

（4）成　果

（5）活動内容

ア　必要な機材・設備が
　　整備され、適切に維
　　持管理される。

イ　コンピューターシス
　　テムの維持管理がで
　　きる実務者が育成さ
　　れる。

ウ　行政上の経過を時系
　　列で管理できる実務
　　者が育成される。

エ　受付の実務者が育成
　　される。

オ　方式審査ができる実
　　務者が育成される。

カ　公報を編集・発行で
　　きる実務者が育成さ
　　れる。

キ　特許権などの管理が
　　できる実務者が育成
　　される。

　要請書には以下の活動
内容が記載されている。
　・工業所有権制度業務
　　の効率化
　・情報提供機能の充実
　・同庁内に情報の外部
　　提供機能も有するコ
　　ンピューターネット
　　ワークを構築し、出
　　願処理機能の向上及
　　び情報提供機能の強
　　化を図る

ア　必要な機材・設備が整備さ
　　れ、適切に維持管理され
　　る。

イ　コンピューターシステムの
　　維持管理ができる実務者が
　　育成される。

ウ　特許事務処理上の経過を時
　　系列で管理できる実務者が
　　育成される。

エ　上記システムを使った出願
　　事務処理を行うことができ
　　る実務者が育成される。

　以上の成果項目でヴィエトナ
ム側と協議、検討を行う。

　上記ア～エの項目を達成する
ための活動内容として以下のも
のが考えられる。

ア　必要な機材の供与・据え付
けを実施する。
　機材の使用・整備・維持管理
計画を作成する。
　機材を適切に使用し、管理・
点検・保守を実施する。

イ　コンピューターシステムの
維持管理のC／Pに対して技術移
転計画を策定する。
　上記C／Pに対し、技術移転の
ための資料を作成し、実施する。

ウ、エのC／Pの技術移転計画に
ついても基本的にはイと同様に
行う。

ア　プロジェクトの組織・
　　運営体制が整備される

イ　必要な機材・設備が整
　　備され、適切に運営、
　　維持管理される

ウ　コンピューターシステ
　　ムの維持管理ができる
　　実務者が育成される。

エ　特許事務処理を管理で
　　きる実務者が育成され
　　る。

オ　出願、方式審査、実体
　　審査、登録、公報、ラ
　　イセンス、立法の実務
　　者が育成される。

　活動内容については、
M／DのANNEX4（PDM）
に記載した。
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内容、
　現状、疑問点など 対処方針 調査結果

（6）日本側投入

　案件調査票記載内容は以下の
とおり。

ア　専門家派遣
（ア）長期専門家　４～６名
　・チーフアドバイザー　１名
　・業務調整員　　　　　１名
　・コンピューター化及び工業
　　所有権情報　　　２～４名

（イ）短期専門家 ３～４名 / 年
　・機材調整
　・特許
　・意匠
　・商標
　・出願事務処理
　・データベース
　・ネットワーク技術

　技術移転内容及び範囲
について絞り込みを行っ
たうえで、日本側投入案
の検討を行い、結果を
M／Dに記載する。
　その際、我が国のODA
予算の現状、プロジェク
ト方式技術協力として対
応し得る規模（= NOIPの
自立発展性が確保できる
規模）について説明し、
ヴィエトナム側の理解を
得る。

　長期専門家は
・チーフアドバイザー
・業務調整員
に加え、
・コンピューターシステム
・工業所有権業務（実務）
の分野に関し、派遣する
ことを検討している旨説
明し、協議結果をM／Dに
記載する。

　短期専門家について
は、長期専門家の技術移
転の補完として、必要最
低限の人数を派遣すること
を相手側に説明し、M／D
に記載するとともに、可
能であれば、想定される
分野、必要人数及び期間
について協議をする。
　なお、詳細については
短期調査で協議すること
をヴィエトナム側に伝え
るとともに、その旨をM
／Dに記載する。

　我が国のODA予算の現
状、及びプロジェクト方式
技術協力として対応し得る
規模について、十分説明を
行い、ヴィエトナム側の理
解を得た。

　長期専門家
・チーフアドバイザー
・業務調整員
・コンピューターシステム
・工業所有権業務（実務）

　短期専門家については、
M／DのANNEX 5-2（Plan
of Activities(tentative)）に記
載した計画をベースに派遣
計画を作成する。
　また詳細計画について
は、人選も関係してくるた
め、短期調査で協議するこ
とをヴィエトナム側に伝え
た。
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内
容、現状、疑問点など 対処方針 調査結果

（6）日本側投入
（続き） 　案件調査票記載内容は

以下のとおり。

イ　研修員受入れ
　　年３～４名程度
　・データベース管理
　・ネットワーク技術
　・特許実案意匠の出願
　　処理の機械化技術
　・効率的工業所有権行
　　政全般の実現

ウ　機材供与
　・工業所有権情報蓄
　　 積、提供ハードウェ
　　ア及びソフトウェア

エ　協力期間
　・４年間

　研修員受入れは現地での技術
移転活動の補完であること、予
算の制約もあり、毎年１～３名
程度となることを説明し、ヴィ
エトナム側の了解を得るととも
に、可能であれば分野、人数に
ついてプロジェクト内容に照ら
し協議し、結果をM／Dに記載す
る。
　なお、詳細については短期調
査で協議することをヴィエトナ
ム側に伝えるとともに、その旨
をM／Dに記載する。

　システム構築に必要なソフト
及び技術移転に必要な最低限の
ハード関連機材の供与を検討し
ていることを説明すると同時に
環境整備も含め最大限ヴィエト
ナム側に応分の負担を求めたい
旨説明をし、理解を得るととも
に、その旨をM／Dに記載する。
　現有機材を調査のうえ、本協
力で予定しているシステム構築
に最低限必要な機材リストを優
先順位をつけて作成し、現有機
材の現状リストとともにM／Dに
記載する。
　なお、必要機材の詳細につい
ては短期調査の結果及びヴィエ
トナム側の維持管理能力等を考
慮し、最終的に決定することを
ヴィエトナム側に説明する。
　また機材通関の際に必要な諸
費用、及びメンテナンスやソフ
トウェアのバージョンアップな
どの機材の維持管理費用につい
てはヴィエトナム側が負担する
ことを伝えるとともにその旨
をM／Dに記載する。

　協力期間は４年間とする。

　研修員受入事業の説明を
ヴィエトナム側に対して行
い、プロジェクトのなかで
の位置づけについて理解を
得た。

　

　機材供与については、
M ／ D の A N N E X5 - 1
（Concep t o f I ndu s t r i a l
Property
Administration System in
NOIP）に記載した。NOIP
側はDB・システム構築の
なかにインターネット
やCD-ROMジュークボック
スを利用した情報検索・提
供機能を考えておりその妥
当性について議論が途中紛
糾したものの、最終的に両
者の合意と理解を得た。

　インターネットによる情
報検索・提供機能について
は、調査団側が提案したシ
ステムでも実現可能であり
今回の協力範囲内には含め
ない旨説明し、ヴィエトナ
ム側の理解を得た。ま
た、CD-ROMジュークボッ
クスについては、将来の活
用に疑問があることから、
技術協力範囲に含めないこ
とを説明し、ヴィエトナム
側の理解を得た。

協力期間：４年間
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内容、現状、
疑問点など 対処方針 調査結果

6.ヴィエトナム
　側実施機関及
　び実施体制
（1）実施機関

（2）設立の経緯
　　及び活動状
　　況

（3）職員数

（4）予　算

　ヴィエトナム工業所有権庁
　（NOIP: National Office of
Industrial Property of Socialist
Republic Vietnam）

　NOIPは1993年、旧特許庁
National Office of Inventions (NOI)を
引き継ぐ形で工業所有権を所管す
る官庁としてMOSTE（ヴィエトナ
ム科学技術環境省）の下に設立さ
れた。同所事業概要として、工業
所有権制度・政策の企画立案、工
業所有権出願の受付・審査・登録
事務、工業所有情報の提供業務、
工業所有権ライセンスの審査紛争
調停などを行う。

　110名（うちコンピューター管理
者1名、特許実用審査官12名、商標
審査官11名、意匠審査官６名、事
務等80名）（1998年４月）
　特許実用新案審査官の人員増と
法律起草担当の人員減が認められ
る。

　26万ドル（1996年度）

　組織・事業内容につ
いて確認する。

　左記について確認
し、M／Dに記載す
る。

　最新のNOIPの人員配
置及び来年度以降の人
員 配 置 予 定 を 確 認
し、M／Dに記載す
る。また、可能であれ
ば NOIPにおける定員
増員要求及びその配置
の仕組み、方法等を確
認し、M／Dに記載す
る。

　現行の予算に加え、
来年度以降の予算措
置、その内訳及びその
確保の可能性について
確認する。
　また、予算の要求方
法、執行方法、本プロ
ジェクト実施に対する
特別予算の確保の可能
性などについて確認す
るとともに、M／Dに
記載する。

　組織・事業内容について
確認し、M／Dに記載した。

　NOIPの設立の経緯、及
び活動状況について確認し
た。

・登録課（13名）
・商標課（14名）
・意匠課（7名）
・国際課（5名）
・機械化サービス（1名）
・総務課（23名）
・法律管理課（8名）
・発明実用新案課（21名）
・工業所有権研修課（3名）
・情報センター（17名）
・人事課（1名）
・審判廷（2名）

　1998年までは法令により
予算額は公表できなかった
が、関係者からの聴取等に
より過去３年間で120万ド
ル、平均40万ドル（ただ
し、設備・機器等海外から
の援助は除く）と推定され
る。また、1999年からは本
法令の改正により予算額も
公開される予定。
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内容、
　現状、疑問点など 対処方針 調査結果

（5）プロジェク
　　ト実施体制

（6）施設・設備
　　 面

　要請書によると対応した人員
の配置が期待できるとのこと。

　ヴィエトナム側がプロジェク
ト実施に必要な施設、設備を提
供する。

　プロジェクトの組織構
成について協議し、M／D
に記載する。
　また、必要なC／Pの人
数についても協議し、結
果をM／Dに記載する。
　なお、詳細については
短期調査で協議すること
をヴィエトナム側に伝え
るとともに、その旨を
M／Dに記載する。

　現在の施設・設備状況
（含むユーティリティ）
について確認し、M／Dに
記載する。
　なお、施設の改修が必
要と判断される場合は詳
細について短期調査で協
議することとする。
　また、日本人専門家の
執務室及び供与機材設置
スペースの確保について
確認し、M／Dに記載す
る。
　なお、上記詳細につい
ては短期調査で協議する
ことをヴィエトナム側に
伝えるとともに、その旨
をM／Dに記載する。

　C／Pの配置予定につい
て協議し、M／DのANNEX
10 に記載した。

　日本人専門家の執務室及
び供与機材設置スペースに
ついて協議し、M／ D
のANNEX 7 に記載した。
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内容、現状、
　疑問点など 対処方針 調査結果

7. これまでのそ
　の他の協力

（1）我が国の協
　　力実績

ア　個別専門家
（ア）工業所有権制度
　　1996年9月～2000年9月
　　（長期）
（イ）特許情報
　　1996年11月～1996年11月
　　（短期）
（ウ）商標審査
　　1996年11月～1996年11月
　　（短期）
（エ）コンピューターシステム
　　1997年9月～1997年9月
　　（短期）
（オ）意匠審査
　　1997年9月～1997年9月
　　（短期）

イ　研修員受入れ
（ア）集団研修「工業所有権行政」、
　「工業所有権審査実務」コース
　 の割当国であり、1996年より１
　 ～２名の研修員を毎年受け入れ
　 ている。
（イ）WIPO（World Intellectual
　 Property Organization:世界知的所
　 有権機関）の援助スキームで、
　 工業所有権行政研修１名、工業
　 所有権審査研修１名を日本国特
　 許庁が受入れ。

ウ　その他
　　1,000人研修計画（アジア各国
　　の人々に工業所有権関連研修を
　　行う日本国特許庁の計画）に基
　　づきヴィエトナムからも1997年
　　には官民あわせて８名の研修生
　　が日本に受け入れられた。

　これまでの協力の
実績及びそれによる
成果を確認する。
　また、現在派遣中
の専門家の活動状況
を確認する。

　左記について確認した。
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内容、現状、
　疑問点など 対処方針 調査結果

（2）その他の海
　　外機関の協
　　力 ア　EU-ASEAN 協力

　　EUはアジアにおけるEUのプレ
　ゼンスを高め、欧州産業界の利益
　を確保する政策の一環として、欧
　州各国のASEAN投資基盤の強化
　を目的にEC - A S E A N特許商
　標計画（ECAP）を1993年に締結。
　ヴィエトナムに関しては、1996年
　秋に３年計画のプロジェクトが開
　始された。初年度は、法制度整備
　運用支援ということで、立法及び
　特許出願審査に関する専門家
　をNOIPに派遣し、NOIP職員に対
　する研修、立法におけるコンサル
　テーションを行った。また、CD-
　ROM公報の閲覧のための３台の
　パソコンを供与した。

イ　アメリカ―ヴィエトナム 二国間
　　協力
　　知的所有権の意味など初歩的事
　項を教えるといった性格のワーク
　ショップが1997年10月にハノイで
　開催された。しかし著作権に重点
　を置いているため、NOIPの職掌
　からははずれている。

ウ　スイス―ヴィエトナム 二国間
　　協力
　　スイスは知的所有権分野での協
　力を提示しているが、具体的計画
　は今のところ決まっていない。

　左記について確認
する。また、他機関
からの協力の実績に
ついても確認をす
る。

　左記について確認した。
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調査・協議項目 ヴィエトナム側要請内容、
　現状、疑問点など 対処方針 調査結果

8. その他

（1）PDM

（2）合同調整委
　　員会

（3）今後のスケ
　　ジュール

　今回の調査においてプロジェ
クト方式技術協力による協力実
施可能性が確認された場合に
は、以下の手順でプロジェクト
実施まで取り進める予定であ
る。
（1）短期調査団派遣
　　1999年度第２四半期
（2）実施協議調査団派遣
　　1999年度第３～４四半期

　PDMに基づく運営管理
手法及び評価手法（含む
評価５項目）を説明し、
ヴィエトナム側の理解を
得る。

　合同調整委員会の役割
を説明し、M／Dに記載す
る。
　プロジェクトの進捗状
況によっては年一回の調
査団の派遣を行わないこ
ともある。調査団の派遣
がなくともプロジェクト
の進捗の確認等を行い、
次年度の年次活動計画の
策定・承認のために日越
双方が主体的に委員会を
実施していく必要がある
ことを説明し、理解を得
るとともにその旨をM／D
に記載する。

　ヴィエトナム側の実施
体制が整備されているこ
とを検証したうえで、下
記スケジュールに従い、
手続きを取り進めること
をヴィエトナム側に説明
し、その旨をM／Dに記載
する。

　PDMに基づく運営管理
手法及び評価手法（含む評
価５項目）を説明し、ヴィ
エトナム側の理解を得た。
それに基づき、本プロジェ
クトのPDMを作成し、暫
定案としてM／DのANNEX
4 に添付した。

　合同調整委員会の役割を
説明し、ヴィエトナム側の
理解を得た。合同調整委員
会の機能及び本委員会の構
成については、M／ D
のANNEX 12 に添付した。

　短期調査団派遣
　　　1999年度第２四半期
　実施協議調査団派遣
　　　1999年度第３四半期
でプロジェクト実施まで取
り進める予定である。早期
のプロジェクト立ち上げに
ついて、在ヴィエトナム日
本国大使館等、強い要請が
出された。
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3 章　協力分野の現状と協力の妥当性

3 － 1　協力要請対象分野の現状

ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）は、特許、実用新案、意匠、商標を含め、工業所有権行

政全般を所管している。

近年、ヴィエトナムにおいては、特許と商標の出願が急増しており、出願書類を人手により

処理することが困難になりつつある。また、諸外国からヴィエトナムに対して、技術移転や外

国からの投資を促進させるためにも、工業所有権の保護システムの確立が求められている。さ

らに、工業化を推進するためには、技術者・研究者が幅広く、かつ、容易に工業所有権情報に

対してアクセスできるような環境を確立することが肝要である。

ヴィエトナム政府は、ドイモイ（刷新）政策を1986年から開始し、新外国投資法を1986年に

法制化し、海外からの投資を奨励することにより経済発展及び工業化に向けてこれまで多大な

努力を払ってきた。工業所有権が適切に保護されていることは、外国企業がヴィエトナムに進

出する際にも非常に重要である。1996年7月1日、民法が制定され、工業所有権の保護が法律

レベルで明文化された。

現在のところ、NOIPは工業所有権行政のために小規模のコンピューターシステムを構築し始

めたが、このシステムは、工業所有権庁が必要とするすべての機能をカバーするように設計さ

れているわけではなく、効率的というには程遠い。

ヴィエトナムは、特許・商標保護の共通制度を策定するASEANフレームワークに貢献して

おり、自国の工業所有権保護、管理体制の速やかな整備に積極的である。そのためにも、NOIP

にとって、工業所有権保護システムの利便性を向上させ、NOIP庁内の行政手続きを効率化す

るコンピューターシステムを導入することが緊急の課題となっている。

3 － 2　国家開発計画における位置づけ

ヴィエトナム政府は、科学技術開発における工業所有権に関して①法律は、簡潔で理解しや

すく実施しやすいものであるべき、②権利設定は迅速的確であるべき、③権利執行は簡略・公

平で効率的であるべき、④市場が形成される間、科学技術を保護し、技術移転を奨励するべき

であると科学技術環境省（MOSTE）が策定中の「2020年に向けた科学技術開発計画」のなかで

強調している。このように、ヴィエトナム政府は、科学技術開発を促進するための工業所有権

の役割を重要視している。

したがって、工業所有権を所管するヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）の事務処理を効率化

する本プロジェクトは、ヴィエトナム政府の国家政策に整合するものである。
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3 － 3　我が国への要請に至った経緯

ヴィエトナムは、特許・商標保護の共通制度を策定するASEANフレームワークに貢献して

おり、自国の工業所有権保護、管理体制の速やかな整備に積極的である。そのためにも、NOIP

にとって、工業所有権保護システムの利便性を向上させ、NOIP庁内の行政手続きを効率化す

るコンピューターシステムを導入することが緊急の課題となっている。

現在、日本からの個別専門家の派遣により技術移転が行われつつあるが、工業所有権行政制

度全体の効率化には至っていない。

そこで、コンピューターシステムの導入による工業所有権業務の効率化と、工業所有権情報

の普及をめざし、ヴィエトナム政府は日本政府に対し、プロジェクト方式技術協力を要請した。

なお、ヴィエトナム政府は、科学技術の向上に重点を置いており、科学技術の発展を促す本

プロジェクトは、ヴィエトナム政府の政策のなかで重要項目として位置づけされている。
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4 － 4　WTO 加盟に伴う課題

NOIPでは、WTO加盟のための基準を満たすための準備として、法整備を行っている。工業

所有権関連法規としては、国会の議決により制定される法律レベル（民法；Civil Code of 28 Oct.

1995）をはじめ、政令レベルや省令レベルでの様々な法規がある。裁判所には工業所有権部門

も設置されている。本年はトレードシークレット、不正競争防止、地理的表示、植物の品種、

半導体集積回路等の法整備を行っている（これらは EU とのプロジェクトで行っている）。

4 － 5　知的所有権法の概要

ドイモイ（刷新）政策以後、政府レベルでの知的所有権、著作権に対する関心、要望が高ま

り、1989 年に各々の法令が制定され、その後、民法の第 2 章にて規定されるに至った。同章

第 1 節にて総則、第 2 節にて工業所有権制度の確立、第 3 章にて工業所有権の権利者、特許・

実用新案・意匠の発明者、第 4 節にて工業所有権の使用権について規定している。（資料 3 を

参照）
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（4）  カウンターパートの配置

カウンターパートについては、NOIP長官を総括責任者、NOIP登録課長を実施責任者とし、

技術協力に直接かかわる部署の責任者及び主担当者をカウンターパート候補とし、NOIP側と

調査団の双方で調整した。

（5）  ローカルコスト

ローカルコストについては、供与機材の国内輸送費、機器・設備のメンテナンス費、電源・

LAN・土台等の工事費、その他事務用品についてヴィエトナム側が負担することとし、NOIP

もこれを了承した。

5 － 2　プロジェクトの基本計画

（1）  プロジェクトの名称

日本語名：工業所有権業務近代化プロジェクト

英 語 名：Modernization of Industrial Property Administration Project

（2）  実施機関

・所管官庁：ヴィエトナム科学技術環境省（MOSTE）

・実施機関：ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）

（3）  プロジェクトの責任者

・総括責任者：NOIP 長官

・実施責任者：NOIP 登録課長

（4）  協力期間

討議議事録（R／ D）にて双方が合意した日から 4 年間とする。

（5）  実施場所

本プロジェクトは、NOIP において実施される。

（6）  プロジェクトの目標、成果

1） 上位目標

NOIP において、工業所有権が早期かつ正確に付与できるようになる。
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2） プロジェクト目標

NOIP において、工業所有権事務処理が促進される。

3） 成　果

ａ. プロジェクトの組織・運営体制が整備される。

ｂ. 必要な機材・設備が整備され、適切に運営、維持管理される。

ｃ. コンピューターシステムの維持管理ができる実務者が育成される。

ｄ. 工業所有権事務処理を管理できる実務者が育成される。

ｅ. 出願、方式審査、実体審査、登録、公報、ライセンス、立法の実務者が育成される。

4）活　動

前項の成果 a. に対して

・プロジェクトに対し、適正な人員と施設を配置する。

・担当職員向けの作業計画書を作成する。

前項の成果 b. に対して

・必要な機材の導入計画を作成する。

・必要な機材を選定する。

・機材を調達・導入する。

・機材の操作マニュアルを作成する。

・ネットワークの利用実施計画を作成する。

・ネットワーク用 LAN を設置する。　

前項の成果 c. に対して

・工業所有権事務処理の業務を分析する。

・工業所有権事務処理業務のフローを作成する。

・プロトタイプの評価を基にしてシステム機能を作成する。

・データベース構築のために、必要な機能とデータを選定する。

・データベース及びネットワーク構築のための基本設計をする。

・データベースへデータを蓄積する。

・データベースソフトウェア及びネットワークを検証する。

・データベース機能及びネットワーク容量をテストする。

・データベース管理マニュアルを作成する。

・システム機能をテストする。

・システム運用のためのマニュアルを作成する。

・工業所有権事務処理システムへ業務を移行する。

・システム運用状況報告を作成する。
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・システムの稼働・利用状況を評価する。

・工業所有権事務処理システムマニュアルを作成する。

・システム利用者に対する端末操作の研修を行う。

・システムを利用した事務処理研修を定期的に実施する。

前項の成果 d. に対して

・工業所有権事務処理の業務を分析する。

・工業所有権事務処理業務のフローを作成する。

・法的手続きの期間を管理する。

・NOIP における処理期間を管理する。

・システム運用のためのマニュアルを作成する。

・工業所有権事務処理システムへ業務を移行する。

・システム運用状況報告を作成する。

・システムの稼働・利用状況を評価する。

・工業所有権事務処理システムマニュアルを作成する。

・システム利用者に対する端末操作の研修を行う。

・システムを利用した事務処理研修を定期的に実施する。

前項の成果 e. に対して

・工業所有権事務処理の業務を分析する。

・工業所有権事務処理業務のフローを作成する。

・工業所有権データを入力・更新する。

・工業所有権事務処理システムを運用する。

・システムを利用して通知書を作成する。

・システムを利用して公報を作成する。

・サーチのためのインデックスを定義する（出願番号、分類）。

・システムを利用した運行管理を行う。

（7）  日本側のとるべき措置

1） 長期専門家

・チーフアドバイザー

・業務調整員

・コンピューターシステム

・工業所有権業務（実務）
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2） 短期専門家

長期専門家の技術移転の補完として、必要最低限の人員を派遣することとし、詳細計画

は短期調査において協議する。

3） 研修員受入れ

毎年 1 ～ 3 名程度とし、詳細は短期調査で協議する。

4） 機材供与

システム構築に必要な主要機材は次のとおり。

・コミュニケーションサーバー

・特許、実用新案、意匠管理データベース用サーバー

・商標管理データベース用サーバー

・イメージデータ管理データベース用サーバー

・情報センター、公報編集、審査官、その他事務処理用クライアントパソコン

NOIP における工業所有権管理システムは図 5－ 3 のとおり。

（8）  ヴィエトナム側のとるべき措置

1）ローカルコスト

供与機材の国内輸送費、機器・設備のメンテナンス費、電源・LAN・土台等の工事費、そ

の他事務用品について負担する。

2）カウンターパートの配置

技術協力に直接かかわる部署の責任者及び主任担当者をカウンターパート候補とする。

カウンターパートの配置予定についてはM／DのANNEX 10 のとおり。

3）日本側専門家の執務室及び供与機材設置スペースの確保

詳細についてはM／ Dの ANNEX 7 のとおり。

4）機材

必要機材の購入とメンテナンスの実施

（9）  今後のスケジュール

プロジェクトの早期立ち上げについては在ヴィエトナム日本国大使館等から強い要望が出

されている。下記調査団を派遣してプロジェクト実施まで取り進める予定とする。

・短期調査団派遣：1999 年度第 2四半期

・実施協議調査団派遣：1999 年度第 3四半期
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6 章　調 査団所見

本調査団は、1999年 1月19日から1月29日までヴィエトナム国の首都ハノイに滞在し、派

遣前の対処方針に基づき事前調査を行った。これまでのヴィエトナム側関係機関との協議及び

関係施設等の視察等を通じ、本プロジェクトの同国における位置づけや実施可能性等について

確認することができた。

最終的には、上記協議結果を協議議事録（M／D）として取りまとめ、1月 28日午前、ハノ

イにあるプロジェクトサイトであるヴィエトナム工業所有権庁において、同庁のチュオン長官

との間でM／Dに署名・交換を行った。

本件調査結果の概要は 以下のとおり。

6 － 1　主要協議結果（要点）

（1）ヴィエトナム側との協議は、ヴィエトナム工業所有権庁（NOIP）長官を長とする関係者（た

だし、実質的な協議は、同庁国際課のカァン課長及びソン課長補佐）との間で精力的に行われ

た。

まず、先方から同国における本プロジェクトの位置づけや実施体制等について説明を受け

た後、調査団からプロジェクト方式技術協力のスキームやPCM手法及び本プロジェクトのコ

ンセプトやスコープ等について説明し、本プロジェクトで対象とする協力範囲や具体的な協

力内容等について協議を行った。

その結果、対処方針に基づき、ヴィエトナム事務所や同庁派遣中専門家との打合せ結果等

も踏まえて調査団が作成又は修正を加えた基本計画（プロジェクトの目的、プロジェクトの成

果や活動、技術移転内容等）、PDM等について、ヴィエトナム側の理解を得ることができた。

（2）プロジェクト目標は「NOIP において工業所有権に関する事務処理が促進される。」、また、

上位目標は「工業所有権が早期にかつ正確に付与できるようになる。」とした。協力期間は４

年間で、4人の長期専門家を派遣予定。

次回の短期調査（1999年度第2四半期）や実施協議調査（1999年度第３四半期）までに準備・

検討しておくべき主な事項は、次のとおり。

 （双方）

1） 暫定実施計画（TSI）、全体活動計画（PO）、年次活動計画（APO）のドラフト作成

（必要に応じて技術移転計画（TCP）のドラフト作成）

2） 機材供与計画（現地調達できるような詳細仕様の作成を含む）のドラフト作成

3） 必要に応じてPDMの修正・見直し
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 （日本側）

4） 長期専門家のリクルート

 （ヴィエトナム側）

5） カウンターパートの特定

6） 先方のローカルコスト負担計画案の確認

6 － 2　当該国における本プロジェクトの位置づけ

（1）経済危機に見舞われたタイやインドネシア等諸国は、経済的困難の回復に向けて努力を続

けているが、各国とも通貨下落・経済低迷等により引き続き厳しい情勢にある。他方、ヴィ

エトナムは、こうした近隣アジア諸国の経済危機の直接的影響は免れたものの、間接的影響

は今後とも避けられないものと予測される。

こうした状況の下、同国においては、1986年以降積極的に推進している経済改革（ドイモ

イ）政策の成果を補強し、同国全体の所得水準を向上させるため市場経済化に適した人づく

りや制度づくり、工業開発の前提となる基礎インフラ整備に対する支援が重要な課題となっ

ている。とりわけ、市場経済化移行支援に関する協力として、経済の持続的発展に寄与する

人材育成や法整備の観点から、外資導入推進のための投資環境整備や輸出産業振興等の分野

での技術協力が緊急な課題となっている。

（2）同国では、ドイモイ政策以来経済活動が活発化している。また、知的所有権を私有財産と

して認めることとなり、工業所有権出願も急増している。ヴィエトナム政府は1995年に制

定、1996年に施行の民法に基づく新制度の下で工業所有権保護を推進しようとしており、権

利保護体制の早期整備のために我が国の協力が求められている。

同国の特許等出願件数は、今後とも急激な増加が予想されているが、NOIPの事務処理シ

ステムは非効率的で、情報提供機能も十分でない。こうしたことから、同庁内の事務処理の

効率化が緊急の課題となっている。

（3）日越技術協力協定が、1998年10月に締結され、派遣専門家の特権・免除等を国際約束と

してあらかじめ規定することにより、政府ベースの技術協力の円滑な推進が図られ、同国と

の間の友好関係の強化、両国の経済的・社会的発展の促進に資することが期待される。

6 － 3　本プロジェクトの実施可能性

本件の実施機関であるNOIPは、JICAを通じた我が国の技術協力やプロジェクト方式技術協

力を理解している。また、これまでの技術協力の実施状況から、実施機関としての能力を日本

側関係者から高く評価されており、本プロジェクトの実施に関しても次のとおりの高い実施可

能性が期待できる。
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なお、NOIPはこれまで、EU-ASEAN協力、WIPO（世界知的所有権機関）連携協力等の多国

間協力やアメリカやスイス等との二国間協力の実績がある。

（1）組織・制度面

同国で開発計画の策定や省庁間の総合的な調整役を担っているのは、計画投資省（MPI）で

ある。また、所轄官庁として NOIP を監督する責任を有するのは科学技術環境省（MOSTE）

である。両省とも、本プロジェクトの重要性を認識しており、他省庁との連携が必要な場合

に支援を期待できる。

NOIPは、職員数約110人（うち審査官40人）で、良く整備された組織であり、運営管理体

制は良好。調査団が説明した、プロジェクト方式技術協力の概要、PDMに基づく運営管理手

法や評価手法（評価 5 項目を含む）等についても NOIP は十分理解している。

したがって、実施機関となるNOIPの行政実施能力や運営管理能力は十分に高く、組織・制

度面における実施可能性は非常に高い。

（2）予算・財務面

NOIPには、特許出願・登録料等の自己収入があり、同収入に基づく政府予算から運営経費

の大半が支出されている。ただし、昨年（1998年）まで、国家政策として各行政機関の予算・

財政状況を公文書として公表しておらず、これまでの実績や関係者からの聴取から推定した

（過去 3年間平均で、40万ドル／年）。

したがって、不確定要素はあるもののNOIPは、政策的にも所管官庁や関係省庁から十分

サポートされており、協力範囲を絞り込んでプロジェクトコストを適正な規模に設定すれば、

総合的に見ておおむね予算・財政面での実施可能性はあるものと判断される。

なお、自立発展性をより確実にするため、今後とも引き続き、予算・財政状況やローカル

コスト負担計画案の文書による提出を先方に求めていく必要がある。

（3）技術面

これまでの技術協力の実績や個別専門家の報告、ヴィエトナム事務所のコメント等を総合

的に判断すると、NOIP職員の意識・レベルは高く、技術移転の成果が上がりやすい。また、

C／Pは、技術移転によって獲得した技術を自力で向上させ、更にそれを応用できるレベル

にある。

したがって、本プロジェクトの技術面における実施可能性は十分に高い。
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（4）施設・設備面

本プロジェクトは既存の施設を活用して実施されるため、技術移転活動や供与機材設置に

必要なスペースは、余裕があるとはいえないが先方負担で既に確保している。現有機材の稼

働率や維持管理は、大きな問題はない。専門家チームの執務室も余裕があるとはいえないが

既に確保済みである。

したがって、本プロジェクトの実施にあたって、施設・設備面については、おおむねその

実施可能性が高い。

6 － 4　総　　　括

（1）今回の一連のNOIPとの協議や関係省庁への訪問の結果、並びに個別派遣専門家の報告や

ヴィエトナム事務所の意見等を総合的に判断すると、同国における本プロジェクト実施の必

要性や重要性は高く、本プロジェクトの位置づけや実施可能性が確認できた。

（2）先方は当初、今回の協力に過大な期待をしており、要請書に含まれているインターネット

等も活用した情報提供機能及びCDジュークボックスを活用した情報検索機能等すべての項

目を協力範囲に含めるよう強く要望してきたため、協議が一時中断する状況となった。

（3）情報提供機能に関し、日本側が提案した協力範囲でも、外部からアクセス可能なシステム

が構築されうること、また、ジュークボックスを活用した検索システムを構築することは、

費用対効果が悪くかつ近い将来活用されなくなる可能性が高いこと等を十分説明し、最終的

には協力範囲に含めないことで先方の了解を取り付けた。

（4）他方、本プロジェクトを効果的かつ効率的に実施するためには、以下の諸点に留意する必要が

ある。

1） 短期調査や実施協議調査の効果的かつ迅速な実施

2） 全体の技術移転計画に遅れが生じないよう、適切な機材調達の実施

3） 供与機材やシステムに関する維持管理経費の確保（先方負担の再確認）

（5）なお、今回の先方との協議が予想以上にスムースに進行したのは、服部専門家や塩崎前専

門家をはじめとするNOIP派遣専門家（工業所有権制度、特許情報等）とNOIPのC／Pとの、

これまでの協力を通じて培われた良好なコミュニケーションや信頼関係等によるところが大

きかったものと思料する。





付　属　資　料

　　　　　　　　　　 資料 1.　協議議事録（M ／ D）

　　　　　　　　　 資料 2.　ヴィエトナム工業所有権の状況

資料 3. 　民法の工業所有権に関する条項（第Ⅱ章）
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